
別記様式（第４条関係）

随意契約結果一覧
課

件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）

契約業者
予定価格
(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会の
開催の有
無

備考

自家用電気工作物の保安管
理業務委託

平成31年3月7日
一般財団法人中部電
気保安協会松阪営業
所

3,460,320 3,460,320

電気保安管理業務については、電気事
故・故障が発生した場合、昼夜問わず24
時間対応での応急措置が必要であること
や非常災害時における動員体制、電力会
社との連携体制、休日及び時間外におけ
る出向体制等が必要であり、状況の把握
と早期復旧には専門性の高い技術者での
対応が必要であることから地方自治法施
行令第167条の2第1項2号による随意契約
とした。

無

新久保山ポンプ場2号送水電
動弁修繕

平成31年4月5日
株式会社クボタパイプ
テック

1,350,000 1,350,000

電動仕切弁は電動部と仕切弁からなり、
本修繕は仕切弁部分を交換するものであ
り他社では電動部分との接合が出来ない
ために地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号により随意契約とした。

無

第一水源地清掃業務委託 平成31年4月26日 株式会社髙木商会 697,667 697,667

31年度は市側の都合により単年度契約と
なる為、受注者側としては契約期間が短
縮されることで一段と清掃従事者の確保
が難しくなること、またコスト面についても
割高になることから予定価格超過による入
札不調や入札不参加等で契約が出来なく
なり業務実施に支障が出ることが考えられ
ることから現受注者と地方自治法施行令
第167条の2第1項第６号により随意契約と
した。

無

所属（課名）　　　水源管理



水源施設除草業務委託 令和1年5月20日
株式会社
水道サービスセンター

7,305,880 7,138,061

厚生労働省は平成15年に通知している
“国内でのテロ事件発生に係る対応につ
いて”において水源などの水道施設はテロ
の標的として位置づけられていることから
管理を厳重にする必要があります。
　施設の危機管理について徹底を指導す
る通知もあることから、業者の選定におい
ては信頼性、安全性を優先し、当市の水
道施設に精通し、また緊急対応を目的に
設置された(株)水道サービスセンターであ
れば危機管理を共有できることから地方
自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
により随意契約とした。

有

天王山配水池除草業務委託 令和1年6月19日 山下町自治会 514,000 514,000

地元と随意契約（三重県設定単価）するこ
とにより、競争入札に付するより著しく有利
な価格で契約することができるために地方
自治法施行令第167条の2第1項第7号に
より随意契約とした。

無

中央配水池外無停電電源装
置

令和1年7月22日 有限会社丸文電装 1,587,600 1,587,600

無停電電源装置は、水道施設が停電時に
この装置から給電する事により水道施設
を稼働させる重要な装置であり、装置の保
守及び故障時等の対応可能な市内業者
は他にない事から地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号により随意契約とし
た。

無

水質計器部品購入 令和1年8月21日
横河商事株式会社
四日市支店

1,176,886 1,176,886

水質計器の不具合時に責任所在を明確に
するため、水質計器の代理店から地方自
治法施行令第167条の2第1項第2号により
随意契約で購入する事した。 無

第一水源地消石灰注入設備
調節計取替修繕

令和1年8月27日
三愛物産株式会社三
重支店

3,300,000 3,300,000

調節計の故障により取換えを行うものであ
り、取換えは既設盤の改造を伴うことから
地方自治法施行令第167条の2第1項第2
号により随意契約とした。 無

有間野浄水場外水質計器点
検委託

令和1年9月5日
横河商事株式会社　四
日市支店

1,760,000 1,760,000

分解清掃、部品交換及び組立等は、専門
的知識が必要になるため、製造メーカーの
代理店に地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号により随意契約 とした。 無



第一水源地2号・3号取水電動
弁点検委託

令和1年9月5日
株式会社栗本鐵工所
名古屋支店

605,000 605,000

分解清掃、部品交換及び組立等は、専門
的知識が必要で製造メーカーでなければ
対応が出来ないため地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号により随意契約 とし
た。

無

第一水源地送水電動弁外点
検委託

令和1年9月5日
株式会社クボタパイプ
テック

550,000 550,000

分解清掃、部品交換及び組立等は、専門
的知識が必要で製造メーカーの保守会社
でなければ対応が出来ないため地方自治
法施行令第167条の2第1項第2号により随
意契約 とした。

無

薬王寺ポンプ場外送水流量計
点検委託

令和1年10月11日 株式会社三重日立 979,000 979,000

既設の流量計の専門的知識が必要になる
ため、製造メーカーの代理店に地方自治
法施行令第167条の2第1項第2号により随
意契約 とした。 無

勢津高区配水池光ケーブル
移設修繕

令和1年11月25日 株式会社ミック 687,500 687,500

本修繕は光ケーブルの移設であり、移設
には光ケーブルの切断、接続作業を必要
なことから専門的知識が必要であるため
地方自治法施行令第167条の2第1項第2
号により随意契約とした。

無

西野ポンプ場エアーチャン
バー修繕

令和1年11月25日
三愛物産株式会社三
重支店

1,294,700 1,294,700

エアーチャンバーのゴム袋が破損し、これ
の取替修繕であることから既設設備の専
門的知識が必要であり、故障時の責任所
在を明確にするため地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号により随意契約とし
た。

無

八田団地ポンプ場流量計変換
器取替修繕

令和1年12月9日 株式会社三重日立 994,400 994,400

本流量は検出器と変換器から構成されて
おり、本修繕は変換器部分の取換え修繕
である他社では機器接続が出来ないため
に地方自治法施行令第167条の2第1項第
2号により随意契約とした。

無


